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栃木いちごＧＡＰ推進要領（新称：栃木いちご生産工程確認徹底運動推進要領） 一部改正新旧対照表 

※下線部分が改正に対応した変更箇所。 

変 更 後 変 更 前 

栃木いちご生産工程確認徹底運動推進要領 

制  定 令和元（2019）年５月27日 経技第 255号 

一部改正 令和７（2025）年３月18日 経技第1403号 

 

（目的） 

第１条 この要領は、「いちご王国・栃木」の維持・発展と、安全・安心ない

ちご生産の体制構築を図ることを目的として、全いちご生産者による農

薬等の適正使用を推進するために必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

（取組） 

第２条 本運動の取組を、「栃木いちご生産工程確認徹底運動外部検査シート

（別紙１）。以下「外部検査シート」という。」とし、生産者は、「食

品安全」、「環境保全」及び「農作業安全」の58項目全てに取り組むも

のとする。 

 

（推進内容） 

第３条 推進内容は、以下のとおりとする。 

(1) 対象農産物 

県内で生産した「いちご」を対象とする。 

(2) 指導及び指導実施者 

栃木いちごＧＡＰ推進要領 
制  定 令和元（2019）年５月27日 経技第 255号 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、「いちご王国・栃木」の維持・発展と、安全・安心ない

ちご生産の体制構築を図ることを目的として、県が定めたＧＡＰ（栃木

県ＧＡＰ規範及び栃木県ＧＡＰ規範追補版。以下「県ＧＡＰ規範」とい

う。）及び、とちぎＧＡＰの第三者確認実施要綱（平成30年3月30日付

け経技第1294号。）を踏まえ、全いちご生産者によるＧＡＰを推進する

ために必要な事項を定めるものとする。 

 

（取組規範） 

第２条 栃木いちごＧＡＰの取組規範は、「県ＧＡＰ規範」に基づく、「栃木

いちごＧＡＰ外部検査シート（別紙１）。以下「外部検査シート」とい

う。」とし、生産者は、「食品安全」、「環境保全」及び「農作業安全」

の58項目全てに取り組むものとする。 

 

（推進内容） 

第３条 推進内容は、以下のとおりとする。 

(1) 対象農産物 

県内で生産した「いちご」を対象とする。 

(2) 指導及び指導実施者 
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全いちご生産者に「外部検査シート」に基づく取組を指導する。指導

実施者は、ＪＡいちご部会生産者に対しては、各ＪＡの担当者とし、市

場等個別いちご出荷生産者に対しては、農業振興事務所経営普及部職員

とする。 

(3) 検査及び検査実施者 

全いちご生産者の「外部検査シート」に基づく取組を第三者が検査す

る。検査実施者は、県が実施する研修の修了者又は同等の知識を有する

者とし、検査実施者は、ＪＡいちご部会生産者に対しては、ＪＡ栃木中

央会職員、ＪＡ全農とちぎ職員又は農業振興事務所経営普及部職員、市

場等個別いちご出荷生産者に対しては、農政部経営技術課技術指導班又

は農業振興事務所経営普及部の職員とする。 

(4) 支援 

ＪＡ栃木中央会、ＪＡ全農とちぎ及び農業振興事務所、市町は、ＪＡ

による生産者への取組を支援する。市町は、農業振興事務所を支援する。 

 

       

                                  

      

 

（指導） 

第４条 第３条の(2)で規定する指導実施者は、いちご生産者に対して外部検

査シート の全項目について指導するものとする。 

指導実施者は、生産者への指導実施ごとに、その指導した内容につ

いて様式第１号の指導実施記録書に記録するなどにより、指導実績

を管理するものとする。 

全いちご生産者に「外部検査シート」に基づく取組を指導する。指導

実施者は、ＪＡいちご部会生産者に対しては、各ＪＡの担当者とし、市

場等個別いちご出荷生産者に対しては、農業振興事務所経営普及部職員

とする。 

(3) 検査及び検査実施者 

全いちご生産者の「外部検査シート」に基づく取組を第三者が検査す

る。検査実施者は、県が実施するＧＡＰ農場評価員養成研修修了者・い

ちごＧＡＰ研修等受講者又は同等の知識を有する者とし、検査実施者

は、ＪＡいちご部会生産者に対しては、ＪＡ栃木中央会職員又は農業振

興事務所経営普及部職員、市場等個別いちご出荷生産者に対しては、農

政部経営技術課技術指導班の職員とする。 

(4) 支援 

ＪＡ栃木中央会、ＪＡ全農とちぎ及び農業振興事務所、市町は、ＪＡ

による生産者への取組を支援する。市町は、農業振興事務所を支援する。 

 

（実施期間） 

第４条 実施期間は、2021年3月末日までとし、その後、改めて継続について

検討する。 

 

（指導） 

第５条 第３条の(2)で規定する指導実施者は、いちご生産者に対して外部検

査シート の全項目について指導するものとする。 

指導実施者は、生産者への指導実施ごとに、その指導した内容につ

いて様式第１号の指導実施記録書に記録するものとする。 
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（検査） 

第５条 第３条の(3)で規定する検査実施者は、いちご生産者に対して、外部

検査シートの全項目について、取組内容を検査するものとする。 

また、検査実施者は、いちご生産者が指導を受けたことについて、

指導実施者が作成した指導実施記録書（様式第１号）等で確認するも

のとする。 

 

 

（検査の実施） 

第６条 検査の実施時期は、いちごの収穫期以降を基本とする。 

２ 検査を実施する対象生産者は、次に掲げるとおりに選定する。 

(1) 検査対象生産者の抽出 

ＪＡいちご部会生産者は、部会を構成する全生産者数の平方根以上

（小数点切上げ）を満たす数を抽出する。また、市場等個別いちご出荷

生産者は、県内全生産者の当該全生産者数の平方根以上（小数点切上げ）

を満たす数を抽出する。 

(2) 検査対象生産者の選定 

検査実施者は、無作為に検査対象生産者を前項に規定した抽出により

選定する。 

また、その選定した検査対象生産者名と検査実施日時を、生産者又は

ＪＡいちご部 会等に、検査実施日の７日前までに提示するものとする。 

３ 検査実施者は、外部検査シートの全項目について、生産者が作成した

書類、調整保管施設等の現場の状況及び生産者からの聞き取り等により

取組状況を検査するものとする。 

 

（検査） 

第６条 第３条の(3)で規定する検査実施者は、前条の指導を受けたいちご生

産者に対して、外部検査シートの全項目について、取組内容を検査する

ものとする。 

また、検査実施者は、いちご生産者が指導を受けたことについて、

指導実施者が作成した指導実施記録書（様式第１号）で確認するもの

とする。 

 

（検査の実施） 

第７条 検査の実施時期は、いちごの収穫期以降を基本とする。 

２ 検査を実施する対象生産者は、次に掲げるとおりに選定する。 

(1) 検査対象生産者の抽出 

ＪＡいちご部会生産者は、部会を構成する全生産者数の平方根以上

（小数点切上げ）を満たす数を抽出する。また、市場等個別いちご出荷

生産者は、県内全生産者の当該全生産者数の平方根以上（小数点切上げ）

を満たす数を抽出する。 

(2) 検査対象生産者の選定 

検査実施者は、無作為に検査対象生産者を前項に規定した抽出により

選定する。 

また、その選定した検査対象生産者名と検査実施日時を、生産者又は

ＪＡいちご部 会等に、検査実施日の７日前までに提示するものとする。 

３ 検査実施者は、外部検査シートの全項目について、生産者が作成した

書類、調整保管施設等の現場の状況及び生産者からの聞き取り等により

取組状況を検査するものとする。 
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また、検査実施者は、検査で明らかになった不適合内容について様

式第２号の検査実施報告書を作成し、生産者に提示し、是正を促すも

のとする。 

 

（是正等の対応） 

第７条 指導実施者は、検査で明らかになった取組規範に満たない項目のう

ち、特に事故に発展しうる逸脱した不適合内容について、原因究明を行

うとともに検査対象生産者又はＪＡいちご部会等に対し適切な指導を

行うものとする。 

 

（報告） 

第８条 ＪＡ及び農業振興事務所は、様式第３－１号により検査対象者を６月

末までに、ＪＡ栃木中央会及び農業振興事務所又は、経営技術課宛て提

出するものとする。 

また、検査実施者は、検査実施報告書（様式第２号）を作成し、生

産者（ＪＡいちご部会）に提示し、様式第３－２号により検査実施結

果を10月末までに経営技術課に提出するものとする。 

 

 

 

 

 

（県域推進体制） 

第９条 別紙２に規定する県域推進体制のメンバーは、必要に応じて県域推進

会議を開催することができる。 

また、検査実施者は、検査で明らかになった不適合内容について様

式第２号の検査実施報告書を作成し、生産者に提示し、是正を促すも

のとする。 

 

（是正等の対応） 

第８条 指導実施者は、検査で明らかになった取組規範に満たない項目のう

ち、特に事故に発展しうる逸脱した不適合内容について、原因究明を行

うとともに検査対象生産者又はＪＡいちご部会等に対し適切な指導を

行うものとする。 

 

（報告） 

第９条 ＪＡ及び農業振興事務所は、様式第３－１号により指導実施計画書

（添付様式１）を７月末までに、ＪＡ栃木中央会及び農業振興事務所又

は、経営技術課宛て提出する。また、ＪＡ及び農業振興事務所は、様式

第３－２号により指導実施記録書（様式第１号）及び指導実施実績書（添

付様式１）を12月末までに、ＪＡ栃木中央会及び農業振興事務所又は、

経営技術課宛て提出する。 

なお、検査実施者は、検査実施報告書（様式第２号）の作成後、生

産者（ＪＡいちご部会）に提示し、その写しをＪＡ及び経営技術課又

は、農業振興事務所に提出する。 

 

 

（都道府県の推進体制） 

第10条 別紙２に規定する県域推進体制のメンバーは、必要に応じて県域推進

会議を開催することができる。 
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（地域推進体制） 

第10条 別紙２に規定する地域推進体制のメンバーは、必要に応じて地域推進

会議を開催することができる。 

 

（書類等の保管） 

第11条 検査内容等、必要な書類については、検査後から１年が過ぎるまでの

間は保管するものとする。 

 

（その他） 

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 この要領は、令和元（2019）年５月27日から施行する。 

附則 この要領は、令和７（2025）年３月18日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域推進体制） 

第11条 別紙２に規定する地域推進体制のメンバーは、必要に応じて地域推進

会議を開催することができる。 

 

（書類等の保管） 

第12条 検査内容等、必要な書類については、検査後から１年が過ぎるまでの

間は保管するものとする。 

 

（その他） 

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 この要領は、令和元（2019）年５月27日から施行する。 
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（別紙１） （別紙１） 
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（別紙２） 

○推進体制 

・県域推進体制（各担当） 

県農政部農政課、農村振興課、経済流通課、経営技術課、生産振興課、ＪＡ

栃木中央会、ＪＡ全農とちぎ、（一社）とちぎマーケティング協会等 

・地域推進体制（各担当） 

県農業振興事務所、市町、ＪＡ、市場や直売所等出荷先等 

 

○推進体制メンバー及び対象別の役割 

組織名 推進対象 

ＪＡいちご部会、市場・直売所個別出荷者等 

県域推進体制 

経営技術課 プロジェクト事務局、プロジェクト進捗管理 

検査者の研修、農薬の適正使用に関する啓発活動 

個別出荷者の現地調査 

農政課 県産いちごの安全・安心の取組のPR 

農村振興課 県内直売所運営主体等へ農薬の適正使用による

安全・安心対策を啓発 

経済流通課（一

社とちぎ農産物

マーケティング

協会） 

県内市場開設者等へ農薬の適正使用による安

全・安心対策を啓発 

生産振興課 ＪＡいちご部会へ農薬の適正使用による安全・

安心対策を啓発 

観光いちご園への農薬の適正使用による安全・

（別紙２） 

○推進構成メンバー 

・県域推進体制（各担当） 

県農政部農政課、農村振興課、経済流通課、経営技術課、生産振興課、ＪＡ

栃木中央会、ＪＡ全農とちぎ、（一社）とちぎマーケティング協会等 

・地域推進体制（各担当） 

県農業振興事務所、市町、ＪＡ、市場や直売所等出荷先等 

 

○推進体制メンバー及び対象別の役割 

組織名 推進対象 

ＪＡいちご部会、市場・直売所個別出荷者等 

県域推進体制 

経営技術課 プロジェクト事務局、プロジェクト進捗管理 

いちご王国・栃木ＧＡＰの創設 

ＧＡＰ指導者研修、ＧＡＰ啓発活動、ＧＡＰ認証

支援 

個別出荷者の現地調査 

農政課 県産いちごの安全・安心の取組のPR 

農村振興課 県内直売所運営主体等へＧＡＰ実践による安

全・安心対策を啓発 

経済流通課（一

社とちぎ農産物

マーケティング

協会） 

県内市場開設者等へＧＡＰ実践による安全・安

心対策を啓発 
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安心対策を啓発、研修実施 

ＪＡ栃木中央会 ＪＡ進捗管理・事務統括 

ＪＡ支援、現地調査 

ＪＡ全農とちぎ ＪＡ支援、現地調査 

地域推進体制 

農業振興事務所 ＪＡいちご部会事務局・生産者への指導・支

援・現地調査 

いちご部会生産者への検査 

個別出荷者への指導、検査 

ＪＡ いちご部会生産者指導・支援 

ＪＡ栃木中央会 

ＪＡ全農とちぎ 

ＪＡ支援（地区担当等） 

市町 ＪＡ、農業振興事務所に対する支援等 

市場・直売所出

荷先等 

各生産者に対する支援 

※農薬の適正使用等の指導は、別途、農業総合研究センターにおいて指導等

を実施 

生産振興課 ＪＡいちご部会へＧＡＰ実践による安全・安心

対策を啓発 

観光いちご園へのＧＡＰによる安全・安心対策

を啓発、研修実施 

ＪＡ栃木中央会 ＪＡ進捗管理・事務統括 

ＪＡ支援、現地調査 

ＪＡ全農とちぎ ＪＡ支援 

地域推進体制 

農業振興事務所 ＪＡいちご部会事務局・生産者への指導・支

援・現地調査 

いちご部会生産者への検査 

個別出荷者への指導 

ＪＡ いちご部会生産者指導・支援 

ＪＡ栃木中央会 

ＪＡ全農とちぎ 

ＪＡ支援（地区担当等） 

市町 ＪＡ、農業振興事務所に対する支援等 

市場・直売所出

荷先等 

各生産者に対する支援 

※農薬の適正使用等の指導は、別途、農業環境指導センターにおいて指導等

を実施 

  

（略） （略） 
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（様式第２号） 

年  月  日  

 

検査実施報告書 

 

（ＪＡいちご部会名）、生産者名 

（【写し】を関係機関（ＪＡ、農業振興事務所、経営技術課、ＪＡ栃木中

央会）宛て提出） 

 

検査実施者  

 

 栃木いちご生産工程確認徹底運動推進要領第６条３項に基づく検査の結果

を下記のとおり報告します。 

 

１ 検査実施日 ： 令和  年  月  日 

２ 不適合項目 

 

（略） 

 

（様式第２号） 

年  月  日  

 

検査実施報告書 

 

（ＪＡいちご部会名）、生産者名 

（【写し】をＪＡ及び農業振興事務所、経営技術課宛て提出） 

 

 

検査実施者  

 

 栃木いちごＧＡＰ推進要領第７条３項に基づく検査の結果を下記のとおり

報告します。 

 

１ 検査実施日 ： 令和  年  月  日 

２ 不適合項目 

 

（略） 

 

（様式第３－１号） 

第  号  

  年  月  日  

 

 

（様式第３－１号） 

 

  年  月  日  
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 ＪＡ栃木中央会又は農業振興事務所（ＪＡ生産者の場合） 様 

 経営技術課（個別出荷者の場合） 様 

 

 

○○農業協同組合（ＪＡ生産者の場合） 

○○農業振興事務所（個別出荷者の場合） 

 

 

検査対象者報告書 

 

このことについて、栃木いちご生産工程確認徹底運動推進要領の第８条に基

づき、検査対象者を報告します。 

 

 

No. 部会名 代表

者役

職 

代表

者氏

名 

郵便

番号 

住所 電話

番号 

部会

人数 

検査

人数 

検査 

結果 

備考 

           

           

（注）検査人数及び検査結果の欄は記入しないこと 

 ＪＡ栃木中央会及び農業振興事務所（ＪＡ生産者の場合） 様 

 経営技術課（個別出荷者の場合） 様 

 

 

○○農業協同組合（ＪＡ生産者の場合） 

○○農業振興事務所（個別出荷者の場合） 

 

 

指導実施計画書の報告について 

 

このことについて、栃木いちごＧＡＰ推進要領の第９条に基づき、別添様式

１のとおり指導実施計画書を作成しましたので提出いたします。 

 

 ＊指導実施計画書 

 

  

（様式第３－２号） 

第  号  

  年  月  日  

 

（様式第３－２号） 

 

  年  月  日  
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 （削る。） 

 経営技術課 様 

 

 

ＪＡ栃木中央会（ＪＡ生産者の場合） 

○○農業振興事務所（個別出荷者の場合） 

 

 

検査実施結果報告書 

 

このことについて、栃木いちご生産工程確認徹底運動推進要領の第８条に基

づき、検査実施結果を報告します。 

 

 

No. 部会名 代表

者役

職 

代表

者氏

名 

郵便

番号 

住所 電話

番号 

部会

人数 

検査

人数 

検査 No. 

           

           

（注）事故に発展しうる逸脱した不適合内容を指導した場合、検査実施報告書

（様式第２号）を添付すること 

 

 

 

 

 ＪＡ栃木中央会及び農業振興事務所（ＪＡ生産者の場合） 様 

 経営技術課（個別出荷者の場合） 様 

 

 

○○農業協同組合（ＪＡ生産者の場合） 

○○農業振興事務所（個別出荷者の場合） 

 

 

指導実施記録書及び指導実施実績書の報告について 

 

このことについて、栃木いちごＧＡＰ推進要領の第９条に基づき、様式第１

号のとおり指導実施記録書（指導完了者分）及び指導実施実績書（添付様式１）

を作成しましたので提出いたします。 

 

 ＊添付書類 

  指導実施記録書（様式第１号） 

  指導実施実績書（添付様式１） 


